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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷却材の水位を検出する水位計と、
　前記水位計を収納する収納部材と、
　を備え、
　前記収納部材は、下部が炉内構造物側に設けられる支持部材に支持されると共に、ばね
により鉛直方向の上方側に付勢支持されることで、下端部が前記炉内構造物から鉛直方向
に離間して支持される一方、上部が原子炉容器蓋に対して着脱自在に支持される、
　ことを特徴とする原子炉水位検出装置。
【請求項２】
　前記原子炉容器蓋に管台が固定され、前記収納部材は、上端部が前記管台を貫通し、係
止部材により着脱自在に係止されることを特徴とする請求項１に記載の原子炉水位検出装
置。
【請求項３】
　前記収納部材は、本体部と上小径部とが設けられ、前記本体部と前記上小径部との間に
段付き部が設けられ、前記段付き部と前記管台との間にシール部材が介装されることを特
徴とする請求項２に記載の原子炉水位検出装置。
【請求項４】
　前記炉内構造物に前記支持部材が固定され、前記収納部材は、下端部が前記支持部材に
より長手方向に沿って移動自在に支持されると共に、前記ばねにより前記シール部材が押
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圧される方向に付勢支持されることを特徴とする請求項３に記載の原子炉水位検出装置。
【請求項５】
　前記支持部材は、筒形状をなし、前記収納部材は、下端部が前記支持部材内に配置され
、前記支持部材と前記収納部材との間に前記収納部材を位置決め保持する位置決め部材が
設けられることを特徴とする請求項４に記載の原子炉水位検出装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の原子炉水位検出装置が設けられることを
特徴とする原子炉。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原子炉内における冷却材の水位を検出するための原子炉水位検出装置、この
原子炉水位検出装置が装着された原子炉に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、原子力発電プラントにて、加圧水型原子炉は、軽水を原子炉冷却材及び中性子
減速材として使用し、炉心全体にわたって沸騰しない高温高圧水とし、この高温高圧水を
蒸気発生器に送って給水と熱交換することで蒸気を生成するものであり、この蒸気をター
ビン発電機へ送って発電することができる。
【０００３】
　この加圧水型原子炉は、原子炉容器内に炉心が設けられており、この炉心は、多数の燃
料集合体により構成されており、この燃料集合体に対して制御棒クラスタを挿入すること
で、原子炉の出力を制御可能となっている。冷却材（軽水）は、入口ノズルから原子炉容
器内に供給された後、下降して底部で反転し、燃料集合体に沿って上昇するときに燃料を
冷却することで加熱され、出口ノズルから排出されて蒸気発生器に送られる。また、加圧
水型原子炉は、原子炉容器内に冷却材の水位を検出する水位検出装置が設けられている。
【０００４】
　原子炉容器内における冷却材の水位を検出する水位検出装置としては、例えば、下記特
許文献に記載されたものがある。各特許文献に記載された水位検出装置は、中間部が上部
炉心支持板に支持され、下部が上部炉心板に支持され、上部が原子炉容器蓋に支持されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実公平０３－００１７６８号公報
【特許文献２】特開平０８－２２０２８４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、原子炉をメンテナンスするとき、原子炉容器本体に対して原子炉容器蓋を取
り外した後、炉内構造物の取り出しや燃料集合体の交換などの作業を実施する。水位検出
装置は、一般的に、収納部材内に水位計が挿入されて構成されている。収納部材は、一方
が炉内構造物側に設置された支持部材に支持され、他方が原子炉容器蓋に固定されている
。水位計は、原子炉容器本体内部の冷却材の水位を計測するため、一般に、水位計の全長
は、原子炉容器蓋の全長よりも長くなる。そのため、原子炉のメンテナンスにおいて、水
位計を収納部材に挿入した状態で、原子炉容器に対して原子炉容器蓋を取り外すと、原子
炉容器蓋を移動あるいは保管する際に、収納部材内部に挿入された水位計が、原子炉容器
本体の周辺に設置された設備や機器、あるいはメンテナンスに係る作業者に接触するとい
ったおそれがあるため、原子炉をメンテナンスする際には、水位計を収納部材から引き抜
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く作業が必要となる。メンテナンス完了後には、水位計を収納部材に再度挿入する作業が
必要となる。この水位計を収納部材から引き抜く、或いは水位計を収納部材に挿入する作
業は、原子炉のメンテナンスに際して常に必要となる作業であり、原子炉のメンテナンス
期間が長くなる、且つ作業者の被曝量が増加するという課題となっている。
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するものであり、原子炉のメンテナンス作業の作業性の
向上を図る原子炉水位検出装置及び原子炉を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するための本発明の原子炉水位検出装置は、冷却材の水位を検出する
水位計と、前記水位計を収納する収納部材と、を備え、前記収納部材は、下部が炉内構造
物側に設けられる支持部材に支持される一方、上部が原子炉容器蓋に対して着脱自在に支
持される、ことを特徴とするものである。
【０００９】
　従って、収納部材の下部が炉内構造物側に設けられる支持部材に支持される一方、上部
が原子炉容器蓋に着脱自在に支持されることで、原子炉のメンテナンス時に、原子炉容器
本体から原子炉容器蓋を取り外したとき、水位計が収納された収納部材が原子炉容器蓋か
ら分離されることから、水位計を収納部材から引き抜く、または、水位計を収納部材に挿
入するといった作業が不要となる。そのため、原子炉のメンテナンスに係る作業時間が短
縮されると共に作業者の被曝量も低減され、原子炉のメンテナンス作業の作業性の向上を
図ることができる。
【００１０】
　本発明の原子炉水位検出装置では、前記原子炉容器蓋に管台が固定され、前記収納部材
は、上端部が前記管台を貫通し、係止部材により着脱自在に係止されることを特徴として
いる。
【００１１】
　従って、係止部材を操作するだけで、原子炉容器蓋の管台に対して収納部材が着脱自在
となり、原子炉容器本体に対して原子炉容器蓋を昇降させるだけで、原子炉容器蓋を収納
部材から分離、または、原子炉容器蓋を収納部材に装着することができる。
【００１２】
　本発明の原子炉水位検出装置では、前記収納部材は、本体部と上小径部とが設けられ、
前記本体部と前記上小径部との間に段付き部が設けられ、前記段付き部と前記管台との間
にシール部材が介装されることを特徴としている。
【００１３】
　従って、収納部材の段付き部と管台とを互いに接近する方向に移動するだけで、シール
部材を収納部材と管台に密着させ、この密着状態で係止部材により収納部材を係止すれば
よく、シール性及びシール装着性を向上することができる。
【００１４】
　本発明の原子炉水位検出装置では、前記炉内構造物に支持部材が固定され、前記収納部
材は、下端部が前記支持部材により長手方向に沿って移動自在に支持されると共に、付勢
部材により前記シール部材が押圧される方向に付勢支持されることを特徴としている。
【００１５】
　従って、管台に対して収納部材を上方に移動させることで、シール部材を収納部材と管
台に密着させることができ、この密着状態で係止部材により収納部材を係止すればよい。
また、係止部材を取り外して収納部材の係止状態を解除すると、収納部材が自重により下
降するが、収納部材は付勢部材の付勢力により支持されることから、炉内構造物への衝突
が防止され、収納部材の損傷を防止することができる。
【００１６】
　本発明の原子炉水位検出装置では、前記収納部材は、前記付勢部材の付勢力により下端
部が前記炉内構造物から離間して支持されることを特徴としている。
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【００１７】
　従って、管台に対して収納部材の移動量を確保してシール部材の装着性を向上すること
ができると共に、収納部材の下降時の衝撃を付勢部材により緩和して収納部材の損傷を防
止することができる。
【００１８】
　本発明の原子炉水位検出装置では、前記支持部材は、筒形状をなし、前記収納部材は、
下端部が前記支持部材内に配置され、前記支持部材と前記収納部材との間に前記収納部材
を位置決め保持する位置決め部材が設けられることを特徴としている。
【００１９】
　従って、収納部材は、位置決め部材を介して支持部材に支持されることから、収納部材
が炉内構造物に対して所定の位置に安定して支持されることとなり、原子炉容器蓋を容易
に原子炉容器本体に取付けることができる。
【００２０】
　また、本発明の原子炉は、前記原子炉水位検出装置が設けられることを特徴とするもの
である。
【００２１】
　従って、原子炉容器内の水位を高精度に検出することができると共に、原子炉のメンテ
ナンス作業の作業性の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の原子炉水位検出装置及び原子炉によれば、水位計を収納する収納部材の下部を
炉内構造物に支持し、上部を原子炉容器蓋に対して着脱自在に支持するので、原子炉のメ
ンテナンス作業の作業性の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本実施形態の原子炉水位検出装置を表す断面図である。
【図２】図２は、加圧水型原子炉を表す縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る原子炉水位検出装置及び原子炉の好適な実施
形態を詳細に説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではなく、ま
た、実施形態が複数ある場合には、各実施形態を組み合わせて構成するものも含むもので
ある。
【００２５】
　原子力発電プラントは、図示しないが、原子炉格納容器内に配置される原子炉及び蒸気
発生器と、蒸気タービン発電設備とを有している。本実施形態の原子炉は、軽水を原子炉
冷却材及び中性子減速材として使用し、炉心全体にわたって沸騰しない高温高圧水とし、
この高温高圧水を蒸気発生器に送って熱交換により蒸気を発生させ、この蒸気をタービン
発電機へ送って発電する加圧水型原子炉（ＰＷＲ：Pressurized Water Reactor）である
。
【００２６】
　図２は、加圧水型原子炉を表す縦断面図である。
【００２７】
　図２に示すように、加圧水型原子炉１０において、原子炉容器１１は、その内部に炉内
構造物が挿入できるように、原子炉容器本体１２とその上部に装着される原子炉容器蓋１
３により構成されており、この原子炉容器本体１２に対して原子炉容器蓋１３が複数のス
タッドボルト１４及びナット１５により開閉可能に固定されている。
【００２８】
　原子炉容器本体１２は、上部が開口し、下部が半球形状をなして閉塞された円筒形状を
なしており、上部に一次冷却水（冷却材）としての軽水を供給する入口ノズル１６と、軽
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水を排出する出口ノズル１７が形成されている。原子炉容器本体１２は、内部に炉心槽１
８が配置され、上部が原子炉容器本体１２の内壁面に支持されている。上部炉心支持板１
９は、原子炉容器本体１２の内部に配置され、上部が炉心槽１８の上部に支持されている
。上部炉心板２０は、複数の炉心支持ロッド２１により上部炉心支持板１９に吊下げ支持
されている。
【００２９】
　炉心槽１８は、下方に下部炉心支持板２２が支持され、下部炉心支持板２２は、外周部
が位置決め部材２３により原子炉容器本体１２の内壁面に位置決め支持されている。炉心
槽１８は、下部に下部炉心板２４が支持されている。炉心２５は、多数の燃料集合体２６
が配置されて構成されており、内部に多数の制御棒２７が配置され、この制御棒２７は、
燃料集合体２６に挿入可能となっている。上部炉心支持板１９は、多数の制御棒クラスタ
案内管２８が固定され、内部に制御棒２７が挿通可能となっている。原子炉容器蓋１３は
、半球形状をなし、制御棒駆動装置２９が配置され、複数の制御棒クラスタ駆動軸３０が
制御棒クラスタ案内管２８内に挿通され、下端部に制御棒２７が連結されている。制御棒
駆動装置２９は、各制御棒２７を炉心２５に対して抜き差しすることで、原子炉出力を制
御する。
【００３０】
　そして、原子炉容器１１は、原子炉容器１１内の軽水（一次冷却材）の水位を検出する
水位検出装置（原子炉水位検出装置）４０が配置されている。水位検出装置４０は、炉内
構造物としての上部炉心支持板１９を貫通して上部炉心板２０に支持されており、原子炉
容器蓋１３に対して着脱自在となっている。
【００３１】
　図１は、本実施形態の原子炉水位検出装置を表す断面図である。
【００３２】
　水位検出装置４０は、図１に示すように、一次冷却材の水位を検出する水位計４１と、
水位計４１を収納する収納管（収納部材）４２とを備えている。
【００３３】
　水位計４１は、例えば、加熱型熱電対式と一般に称されるものである。水位計４１は、
図示しないが、長さの異なる複数の熱電対から構成され、複数の熱電対は、原子炉容器１
１内に貯留されている一次冷却水における異なる高さでの冷却水温度を計測することがで
きる。そして、原子炉容器１１内に十分な量の一次冷却水が満たされているとき、各熱電
対はほぼ同じ冷却水温度を計測し、温度差が実質的になく、水位計４１は、原子炉容器１
１内に水が存在すると判定する。一方、原子炉容器１１内一次冷却水が減少すると、一次
冷却水から露出した熱電対の温度が上昇するため、各熱電対は異なる冷却水温度を計測し
、温度差が発生し、水位計４１は、原子炉容器１１内の水が減少していると判定する。な
お、水位計４１として加熱型熱電対式を適用して説明したが、この方式に限定されるもの
ではない。
【００３４】
　収納管４２は、所定長さを有した円筒形状をなし、長手方向に沿って形成された支持孔
内に水位計４１が収納されている。なお、図１では、収納管４２内に１本の水位計４１（
熱電対）だけを収納したものを図示しているが、実際には、複数の水位計が収納される。
収納管４２は、大径の本体部５１は、本体部５１より小径の上小径部５２と、本体部５１
より小径の下小径部５３とから構成され、本体部５１と上小径部５２との間に上段付き部
５４が形成され、本体部５１と下小径部５３との間に下段付き部５５が形成されている。
この上段付き部５４と下段付き部５５は、リング形状をなしているが、リング形状に限定
されるものではない。
【００３５】
　炉内構造物側の支持部材としての上部炉心板２０は、上面部に支持管（支持部材）６１
が固定されている。支持管６１は、軸方向に沿って同径である円筒形状をなし、内径が収
納管４２の本体部５１の外径より大きく設定されている。一方、原子炉容器蓋１３は、軸
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方向に貫通する取付孔１３ａに管台６２が貫通して固定されている。管台６２は、円筒形
状をなす本体６２ａと、本体６２ａの上部に形成されたリング形状をなすフランジ部６２
ｂと、フランジ部６２ｂの中心に形成された貫通孔６２ｃと、本体６２ａの下部に形成さ
れた傘形状をなす拡径部６２ｄとから構成されている。
【００３６】
　そして、収納管４２は、下部が上部炉心板２０に固定された支持管６１に支持される一
方、上部が原子炉容器蓋１３に固定された管台６２に対して着脱自在に支持される。
【００３７】
　即ち、収納管４２は、本体部５１の下端部が支持管６１内に配置され、収納管４２と支
持管６１との間にリーフスプリング（位置決め部材）６３が介装されることで、位置決め
保持される。リーフスプリング６３は、円筒形状をなし、上部のフランジ６３ａが支持管
６１の上端に配置され、フランジ６３ａから垂下した複数の支持片６３ｂが支持管６１内
に侵入し、収納管４２の外周面に押圧している。そのため、収納管４２は、リーフスプリ
ング６３の各支持片６３ｂにより中心側に押圧されることで、上部炉心板２０に対して支
持管６１の中心位置で直立した状態で維持され、且つ、軸方向（長手方向）に沿って移動
自在に支持される。
【００３８】
　また、収納管４２は、下部と上部炉心板２０との間に圧縮コイルばね（付勢部材）６４
が介装されている。圧縮コイルばね６４は、一端部が上部炉心板２０の上面に押圧し、他
端部が収納管４２の下段付き部５５に押圧している。そのため、収納管４２は、圧縮コイ
ルばね６４の付勢力により鉛直方向の上方側に付勢支持される。
【００３９】
　一方、収納管４２は、上部が管台６２内に配置され、上小径部５２が貫通孔６２ｃに貫
通している。そして、収納管４２は、上段付き部５４と管台６２のフランジ部６２ｂとの
間にリング形状をなすシール部材６５が介装され、このシール部材６５が押し潰された状
態で、上小径部５２がクリップ（係止部材）６６により管台６２のフランジ部６２ｂに着
脱自在に係止されている。
【００４０】
　収納管４２は、上小径部５２が管台６２に係止されたとき、下小径部５３が上部炉心板
２０から離間し、両者の間に隙間が確保されている。このとき、収納管４２は、圧縮コイ
ルばね６４の付勢力によりシール部材６５が押圧される方向に付勢支持される。
【００４１】
　ここで、本実施形態の原子炉水位検出装置の作用について説明する。
【００４２】
　原子炉容器１１に水位検出装置４０を装着するとき、原子炉容器本体１２から原子炉容
器蓋１３が取り外された状態で、まず、上部炉心板２０に固定された支持管６１にリーフ
スプリング６３及び圧縮コイルばね６４を装着し、水位計４１が収納された収納管４２を
支持管６１内に挿入する。ここで、収納管４２は、下部が圧縮コイルばね６４に弾性支持
され、外周面がリーフスプリング６３により支持管６１に支持されることで径方向の位置
決めがなされる。次に、収納管４２の上段付き部５４にシール部材６５を装着し、クレー
ンを用いて管台６２が固定された原子炉容器蓋１３を下降し、収納管４２の上小径部５２
を管台６２の貫通孔６２ｃに貫通させ、原子炉容器本体１２上に載置する。
【００４３】
　このとき、収納管４２は、自重により圧縮コイルばね６４を圧縮した下降位置にあるこ
とから、図示しない治具を用いて上小径部５２を用いて収納管４２を上昇させることで、
上段付き部５４と管台６２のフランジ部６２ｂとの間にあるシール部材６５を押し潰す。
そして、収納管４２の上昇位置で、シール部材６５が押し潰された状態で、上小径部５２
にクリップ６６を係止することで、収納管４２が管台６２に連結される。そして、ナット
１５（図２参照）を締結して原子炉容器本体１２に原子炉容器蓋１３を固定する。
【００４４】



(7) JP 6767850 B2 2020.10.14

10

20

30

40

50

　一方、炉内構造物のメンテナンス作業を実施するとき、まず、ナット１５（図２参照）
を弛緩して原子炉容器本体１２と原子炉容器蓋１３の締結を解除すると共に、収納管４２
の上小径部５２に係止したクリップ６６を取り外し、原子炉容器蓋１３の管台６２と収納
管４２との連結を解除する。このとき、収納管４２は、管台６２に対する上小径部５２の
係止が解除されることで下降するが、下部が圧縮コイルばね６４に支持されることで、上
部炉心板２０への衝突が防止される。
【００４５】
　次に、クレーンを用いて管台６２が固定された原子炉容器蓋１３を上昇し、収納管４２
の上小径部５２を管台６２の貫通孔６２ｃから抜き取る。このとき、収納管４２は、下部
が圧縮コイルばね６４に弾性支持され、外周面がリーフスプリング６３により支持管６１
に支持されることで、上部炉心板２０に自立して支持される。この状態で、取り出しや燃
料集合体の交換などの作業が実施される。
【００４６】
　このように本実施形態の原子炉水位検出装置にあっては、一次冷却材の水位を検出する
水位計４１と、水位計４１を収納する収納管４２とを備え、収納管４２は、下部が上部炉
心板（支持部材）２０に支持される一方、上部が原子炉容器蓋１３に対して着脱自在に支
持される。
【００４７】
　従って、原子炉のメンテナンス時に、原子炉容器本体１２から原子炉容器蓋１３を取り
外したとき、原子炉容器蓋１３に対して収納管４２が分離されて上部炉心板２０側に安定
して支持される。水位計４１が挿入された収納部材４２が、原子炉容器蓋から分離される
ことで、水位計を収納部材から引き抜く、或いは水位計を収納部材に挿入するといった作
業は不要となる。そのため、原子炉のメンテナンスに係る作業時間が短縮されるとともに
、作業者の被曝量も低減され、原子炉のメンテナンス作業の作業性の向上を図ることがで
きる。
【００４８】
　本実施形態の原子炉水位検出装置では、原子炉容器蓋１３に管台６２を固定し、収納管
４２の上端部が管台６２を貫通し、クリップ６６により着脱自在に係止されている。従っ
て、クリップ６６を操作するだけで、原子炉容器蓋１３の管台６２に対して収納管４２が
着脱自在となり、原子炉容器本体１２に対して原子炉容器蓋１３を昇降させるだけで、原
子炉容器蓋１３を収納管４２から分離、または、原子炉容器蓋１３を収納管４２に装着す
ることができる。
【００４９】
　本実施形態の原子炉水位検出装置では、収納管４２に本体部５１と上小径部５２とを設
け、本体部５１と上小径部５２との間に上段付き部５４を設けられ、上段付き部５４と管
台６２との間にシール部材６５を介装している。従って、収納管４２の上段付き部５４と
管台６２とを互いに接近する方向に移動するだけで、シール部材６５を収納管４２と管台
６２に密着させ、この密着状態でクリップ６６により収納管４２を係止すればよく、シー
ル性及びシール装着性を向上することができる。
【００５０】
　本実施形態の原子炉水位検出装置では、上部炉心板２０に支持管６１を固定し、収納管
４２の下端部を支持管６１により長手方向に沿って移動自在に支持すると共に、圧縮コイ
ルばね６４によりシール部材６５が押圧される方向に付勢支持している。従って、管台６
２に対して収納管４２を上方に移動させることで、シール部材６５を収納管４２と管台６
２に密着させることができ、この密着状態でクリップ６６により収納管４２を係止すれば
よい。また、クリップ６６を取り外して収納管４２の係止状態を解除すると、収納管４２
が自重により下降するが、収納管４２は圧縮コイルばね６４の付勢力により支持されるこ
とから、上部炉心板２０への衝突が防止され、収納管４２の損傷を防止することができる
。
【００５１】
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　本実施形態の原子炉水位検出装置では、収納管４２を圧縮コイルばね６４の付勢力によ
り下端部を上部炉心板２０から離間して支持している。従って、管台６２に対して収納管
４２の移動量を確保してシール部材６５の装着性を向上することができると共に、収納管
４２の下降時の衝撃を圧縮コイルばね６４により緩和して収納管４２の損傷を防止するこ
とができる。
【００５２】
　本実施形態の原子炉水位検出装置では、支持管６１を筒形状とし、収納管４２の下端部
を支持管６１内に配置し、支持管６１と収納管４２との間に収納管４２を位置決め保持す
るリーフスプリング６３を設けている。従って、収納管４２は、リーフスプリング６３を
介して支持管６１に支持されることから、収納管４２が上部炉心板２０に対して所定の位
置に安定して支持されることとなり、原子炉容器蓋１３を容易に原子炉容器本体１２に取
付けることができる。
【００５３】
　また、本実施形態の原子炉にあっては、原子炉水位検出装置４０を原子炉容器１１内に
設けている。従って、原子炉容器１１内の一次冷却水の水位を高精度に検出することがで
きると共に、原子炉のメンテナンス作業の作業性の向上を図ることができる。
【００５４】
　なお、上述した実施形態にて、付勢部材としての圧縮コイルばね６４を収納部材として
の収納管４２の下方に配置したが、この位置に限定されるものではない。例えば、収納部
材における長手方向の中間部にフランジ部や段付き部を設ける一方、支持部材にばね受け
部を設け、付勢部材をフランジ部や段付き部とばね受け部との間に介装してもよい。また
、収納部材を２分割とし、付勢部材を上部収納部材と下部収納部材との間に介装してもよ
い。更に、付勢部材は、圧縮コイルばね６４に限らず、引っ張りばね、ゴム部材、樹脂部
材などにより構成してもよい。
【００５５】
　また、上述した実施形態にて、水位検出装置４０を炉内構造物側の支持部材としての上
部炉心板２０上に支持したが、上部炉心支持板１９など、他の炉内構造物側の支持部材に
支持するように構成してもよい。
【００５６】
　また、上述した実施形態にて、原子炉を加圧水型原子炉として説明したが、沸騰水型原
子炉（ＢＷＲ：Boiling Water Reactor）や高速増殖炉（ＦＢＲ：Fast Breeder Reactor
）に適用してもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１０　加圧水型原子炉
　１１　原子炉容器
　１２　原子炉容器本体
　１３　原子炉容器蓋
　１８　炉心槽
　１９　上部炉心支持板
　２０　上部炉心板（支持部材）
　２５　炉心
　２６　燃料集合体
　２７　制御棒
　４０　水位検出装置
　４１　水位計
　４２　収納管（収納部材）
　５１　本体部
　５２　上小径部
　５３　下小径部
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　５４　上段付き部
　５５　下段付き部
　６１　支持管（支持部材）
　６２　管台
　６３　リーフスプリング（位置決め部材）
　６４　圧縮コイルばね（付勢部材）
　６５　シール部材
　６６　クリップ（係止部材）

【図１】 【図２】
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